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居宅介護支援重要事項説明書 
〈 令和 6 年 4 月 1 日 現在 〉 

 

1.事業者の概要 

 

（1） 提供できるサービスの地域と種類 

事業所の名称 居宅介護支援事業所 誠 光 園       

所在地 〒805-0005 北九州市八幡東区藤見町 3 番 1 号 

管理者氏名 今井 丈二 

電話番号 093-663-5070 

ＦＡＸ番号 093-663-2032 

事業者指定番号 福岡県  4070600129 号 

サービス提供地域 北九州市全域及びその近郊 

 

（2）事業所の職員体制 

 職 務 内 容 常 勤 兼務 非常勤 合 計 

管  理  者 業務一元的な管理 名 1 名 名 1 名 

介護支援専門員 居宅サービス計画書作成 等 3 名  名   名 3 名 

事  務  員 事務事業 名 1  名 名 1 名 

 

（3）サービス提供の時間帯 

 営   業   時   間   帯 
平   日 8：30 ～ 17：30 
土 曜 日 8：30 ～ 17：30 
祝   日 休     日 
日 曜 日 休     日 
年 末 年 始 休     日 

 

（4）事業所であわせて実施するサービス 

サービスの種類（介護保険指定番号） サービスを提供する地域 

・通所介護        （4070600152 号） 
北九州市八幡東区、八幡西区 
    小倉北区、 戸畑区 

・短期入所生活介護    （4070600160 号） 
北九州市八幡東区、八幡西区、 

小倉北区、 戸畑区 

・介護老人福祉施設    （4070600160 号）  

・地域密着型老人福祉施設（4090600067 号） （北九州市被保険者のみ入居可） 
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２.事業の目的と運営方針等 

（1） 事業目的 

ご利用者及びご家族の要望や意向を踏まえたうえで、係るサービス提供事業者と連携、

調整を図り、ご利用者の居宅サービス計画（ケアプラン）を作成します。 

（2） 運営方針 

介護支援専門員は、公正・中立を常とし、対象者の利益を第一に考え対象者が自立し

た生活を営めるように支援します。 

 

３.サービスの内容 

① 居宅サービス計画の作成・交付 

② 居宅サービス事業者、主治の医師及び医療機関との連携・連絡・調整 

③ 要介護認定申請の協力・援助並びに代行 

④ 介護保険施設や特定施設等の紹介 

⑤ モニタリングのための居宅訪問・居宅サービス計画の実施状況の把握・評価 

⑥ サービス担当者会議の召集・開催 

⑦ 介護保険・社会資源・心身状態等における相談業務 

⑧ ご利用者の意向に合った複数のサービス提供事業所の紹介と紹介理由の説明 

⑨ 24 時間連絡体制の確保と必要時に利用者等の相談に応じる体制の確保 

 

４.秘密保持 

 事業者及び従業者は、業務上知り得たご利用者及びそのご家族に関する秘密を保持するこ

とを厳守します。 

 また、事業者は従事者が退職した後も、業務上知り得たご利用者及びそのご家族に関する

秘密を正当な理由なく第三者に漏らすことのないよう、必要な措置を講じます。 

 

５.利用料 

（１）下記の在宅支援サービス費（記載加算含む）においては、ご利用者負担はありません。 

 

＜基本単位数＞ 

要介護 １・２ １，０８６単位 

要介護 ３・４・５ １，４１１単位 

 

＜加算＞ 

加算名称 単位数 算定回数・要件等 

初回加算 ３００単位 
新規に居宅サービス計画を作成する場合 

要介護状態区分が２区分変更された場合 

入院時情報連携加算（Ⅰ） ２５０単位 
ご利用者が入院した日のうちに、医療機関の

職員に対して必要な情報を提供した場合 

入院時情報連携加算（Ⅱ） ２００単位 

ご利用者が入院した翌日又は翌々日に、医療

機関の職員に対して必要な情報を提供した

場合 
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退

院 

 

退

所

加

算 

カンファレ

ンス参加無 

連携１回 ４５０単位 医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居

宅サービスを利用する場合において、退院・退

所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、

ご利用者に関する必要な情報を得た上でケア

プランを作成し、居宅サービス等の利用に関す

る調整を行った場合 

連携２回 ６００単位 

カンファレ

ンス参加有 

連携１回 ６００単位 

連携２回 ７５０単位 

連携３回 ９００単位 

緊急時等居宅カンファレンス 

加算 
２００単位 

病院又は診療所の求めにより、職員とともにご

利用者宅を訪問し、カンファレンスを行い居宅

サービスの調整を行った場合 

通院時情報連携加算 ５０単位 

ご利用者が医療機関で診察を受ける際に同席

し、医師又は歯科医師と情報連携を行い、ケア

マネジメントを行った場合 

ターミナルケアマネジメント 

加算 
４００単位 

ターミナルケアマネジメントを受けることに

同意した利用者について、２４時間連絡できる

体制を確保。必要に応じて居宅介護支援を行う

ことができる体制を整備。在宅で死亡した末期

の悪性腫瘍のご利用者に対し、終末期の医療や

ケアの方針に関するご利用者又はそのご家族

の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日

前１４日以内に２日以上、ご利用者又はご家族

の同意を得てご利用者宅を訪問しご利用者の

心身の状況等を記録し、主治医及び居宅サービ

ス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提

供した場合 

特定事業所加算（Ⅰ） ５１９単位 
質の高いケアマネジメントを実施している事

業所を積極的に評価する観点から、人材の確保

やサービス提供に関する定期的な会議を実施

しているなど、当事業者が厚生労働大臣が定め

る基準に適合する場合（１カ月につき） 

特定事業所加算（Ⅱ） ４２１単位 

特定事業所加算（Ⅲ） ３２３単位 

特定事業所加算（Ａ） １１４単位 

業務継続計画未実施減算 

所定単位数

の 1.0％を

減算 

以下の基準に適合していない場合。 

・感染症や非常災害の発生時において、利用者

に対するサービスの提供を継続的に実施する

ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を

図るための計画（業務継続計画）を策定する事 

・当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる

こと 

※令和 7 年 3 月 31 日までの間、感染症の予防

及びまん延の防止のための指針の整備及び非

常災害に関する具体的計画の策定を行ってい

る場合には、減算を適用しない。 

高齢者虐待防止措置未実施減算 

所定単位数

の 1.0％を

減算 

虐待の発生又はその再発を防止するための以

下の措置が講じられていない場合 

・虐待の防止のための対策を検討する委員会を

定期的に開催するとともに、その結果につい

て、従業者に周知徹底を図ること 

・虐待の防止のための指針を整備すること 

・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定

期的に実施すること 

・上記措置を適切に実施するための担当者を置

くこと 

※居宅介護支援費は単位数に地域区分単価（10.21 円）を乗じた額になります。 



 4

（２）キャンセル料 

 ご利用者はいつでも契約を解約することができ、一切の料金はかかりません。 

 

（３）法定受領サービス 

 事業者の提供する指定居宅介護支援に係る料金は、ご利用者が要介護認定を受けられた場

合には、その費用が法定代理受領サービスとなり、料金の支払いはないものとします。た

だし、ご利用者の介護保険料の滞納等の事情により当該サービスが法定代理受領サービス

でなくなった場合には、ご利用者が償還払いによって後日、その費用の払い戻しをご利用

者の住所地がある役所より受けることが出来るように、事業者はご利用者に対し、「指定居

宅介護支援提供証明書」を交付することとします。 

 

６.主治医及び医療機関等との連携、情報共有 

事業者はご利用者の主治医又は関係医療機関との間において、ご利用者の持病に対する対応

を円滑に行うために、持病に関する情報について必要に応じて連絡させていただきます。 

そのために、入院時等には、当該事業所名及び担当の介護支援専門員の名前を伝えていただ

きますようお願いいたします。 

 

７.損害賠償責任保険 

保 険 会 社 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 

保 険 内 容 人身事故、財物事故等 

事業者は、サービスの提供にあたってご利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、

その損害を上記保険会社を通し、賠償します。 

ただし、事業者に故意過失がなかったことを証明した場合は、この限りではありません。 

８.衛生管理  

感染症の発生及びまん延防止のための対策を検討する委員会を 6 月に 1 回以上開催するととも

に、指針を整備し、定期的に研修及び訓練を実施し（それぞれ年 1 回以上）、周知徹底を図りま

す。 

 

９.虐待防止のための措置 

（1）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について

周知徹底を図ります。 

（2）虐待の防止のための指針を整備します。 

（3）虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

（4）措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

担当者 介護支援専門員 奥野 圭 

 

10.事業継続計画の策定等 

事業継続計画の策定等にあたり、感染症や災害が生じた場合でも、利用者が継続してサービス

の提供を受けられるよう、事業継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓

練を実施します。 
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１1.ハラスメント対策 

（1）事業者は、職場内におけるハラスメント防止に取り組むため、研修等を実施し、職員が働きや

すい環境づくりに努めます。 

（2）ご利用者又はそのご家族が事業者の職員に対して行う、著しい迷惑行為（暴言・暴力・脅迫・

誹謗中傷等の行為、著しく不当な要求、セクシャルハラスメント等の行為）を禁止します。 

（3）（2）の内容に該当する行為が確認された場合は、支援事業者の解約権を行使することがありま

す。 

 

１2.質の高いマネジメントの提供 

ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、以下について説明します。 

（1）前6か月間に作成したケアプランにおける訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護、福祉用

具貸与の各サービスの利用割合 

（2）前 6 か月間に作成したケアプランにおける訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用

具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合 

 

13.事故発生時の対応 

 万が一介護支援業務中に事故が発生した場合は、速やかに応急処置を行うと共に、ご家族

に連絡致します。必要に応じ、かかりつけ医・協力病院・救急医療センター、関係行政機

関等に相談・連絡・連携等の対応を行います。 

 

14.説明を求める権利 

利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができます。 

利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を 

 求めることができます。 
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15.居宅介護支援サービスの利用をやめる場合（契約の終了について） 

  ご契約の有効期間は、契約締結の日からご利用者の要介護認定の有効期間満了日までです

が、ご契約期間満了の 2 日前までに、ご利用者から契約終了の申し入れがない場合には、ご契

約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。 

  ご契約期間中は、次のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮

にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所とのご契約は終了します。 

 

① ご利用者が死亡した場合 

② ご利用者の心身の状況が要支援又は自立と判定された場合 

③ ご利用者が介護保険施設に入所した場合 

④ 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合 

⑤ 当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑥ 事業者から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照ください） 

  

 

（1） ご利用者からの解約・契約解除の申し出 

契約の有効期間であっても、ご利用者から利用契約を解約することができます。 

その場合には、契約終了を希望する日の 7 日前までに解約届出書をご提出ください。 

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 

 

① 事業者が作成した居宅サービス計画に同意できない場合 

② 事業者もしくは介護支援専門員が正当な理由なく本契約に定める居宅介護支援を実施

しない場合 

③ 事業者もしくは介護支援専門員が守秘義務に違反した場合 

④ 事業者もしくは介護支援専門員が故意又は過失により、ご利用者の身体・財物・信用等

を傷つけ、又は著しい不信行為その他契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

 

（2） 事業者からの契約解除の申し出 

以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

 

① 事業者に、やむを得ない事情があり、ご契約者に対し 1 か月前までに理由を示した文書で通

知した場合 

② ご利用者又はご家族が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、

故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事

情を生じさせた場合 

③ ご利用者、ご家族が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他

の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなど

によって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 
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16.相談窓口,苦情対応 

★サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

 

★公共機関においても、次の機関において苦情申出ができます 

 

 

当施設ご利用相談室 

窓口担当者：奥野、東本、原田 
ご利用時間：午前９時～午後５時（日・祝日・年末年始を除く） 
ご利用方法：電話０９３（６６３）２０３０ 
      来園・苦情箱（施設受付窓口に設置）  

高齢者・障害者相談ｺｰﾅｰ 
（介護保険担当） 

【八幡東区】 
所在地：〒805-8510 北九州市八幡東区中央１－１－１ 
電話番号： ０９３（６７１） ０８０１  
FAX 番号： ０９３（６６２） ２７８１ 

【八幡西区】 
所在地：〒806-8510 北九州市八幡西区黒崎３－１５－３ 
電話番号： ０９３（６４２）１４４１  
FAX 番号： ０９３（６４２）２９４１ 

【戸畑区】 
所在地：〒804-8510 北九州市戸畑区千防１－１－１ 
電話番号： ０９３（８７１）１５０１  
FAX 番号： ０９３（８８１）５３５３ 

【小倉北区】 
所在地：〒803-8510 北九州市小倉北区大手町１－１ 
電話番号： ０９３（５８２）３３１１ 
FAX 番号： ０９３（５６２）１３８２ 

【小倉南区】 
所在地：〒802-8510 北九州市小倉南区若園５－１－２ 
電話番号： ０９３（９５１）４１１１  
FAX 番号： ０９３（９２３）０５２０ 

【若松区】 
所在地：〒808-8510 北九州市若松区浜町１－１－１ 
電話番号： ０９３（７６１）５３２１  
FAX 番号： ０９３（７５１）２３４４ 

【門司区】 
所在地：〒801-8510 北九州市門司区清滝１－１－１ 
電話番号： ０９３（３３１）１８８１  
FAX 番号： ０９３（３２１）４８０２ 

各区とも、対応時間は平日午前 8 時 30 分 ～ 午後 5 時 

福岡県 
国民健康保険団体連合会 
       （国保連） 

所在地：福岡市博多区吉塚本町 13 番 47 号 
電話番号：０９２（６４２）７８５９ 
FAX 番号： ０９２（６４２）７８５７ 
対応時間：平日午前 8 時 30 分 ～ 午後 5 時 

福岡県運営適正化委員会 
 （福岡県社協） 

所在地：春日市原町 3-1-7 クローバープラザ 6 階（西棟） 
電話番号：０９２（９１５）３５１１ 
FAX 番号：０９２（９１５）３５１２ 
対応時間：午前 8 時 30 分 ～ 午後 5 時 
（休日：第 1・2・3 月曜 ※祝日の時は翌日が休日） 
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居宅介護支援事業所 誠光園 

夜間・休日連絡先（24 時間連絡体制） 

 

 

TEL（０９３）６６３－２０３０ 

誠光園 宿直・日直職員が承ります 

 

担当介護支援専門員（ケアマネジャー）へ連絡 

 

ご利用者・ご家族様へ折り返しご連絡 

ご相談に対応致します 

 

※ 折り返しは個人情報保護の観点から、非通知設定での

対応となることをご容赦ください 
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①前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福

祉用具貸与の各サービスの利用割合 

訪問 介護  35.5 ％  

通所 介護  71.9 ％  

地域 密着 型通 所介 護  11.0 ％  

福祉 用具 貸与  63.7 ％  

 

②前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福

祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合 

訪問 介護  

戸 畑 大 谷 園  

ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ 

21.4 ％  

き た ふ く ﾍﾙﾊﾟｰｾﾝﾀｰ  

八 幡 東  

20.2 ％  

き た ふ く ﾍﾙﾊﾟｰｾﾝﾀｰ

戸畑  

12.5 ％  

通所 介護  

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

誠光 園  

57.5 % 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞﾌﾘｰ 

北九 州戸 畑  

7.6 ％  

ライ フラ ボ    

戸畑     

5.3 ％  

地域 密着 型通 所介 護  

ﾘﾊﾋﾞﾘ専用ﾃﾞｲ 

アク ティ ブホ ーム      

46.2 ％  

デイ サー ビス  

あく と  

23.1 ％  

早稲 田ｲｰﾗｲﾌ 

小倉 北  

11.5 ％  

福祉 用具 貸与  

（株 ）ト ーカ イ  

 北 九州 営業 所  

 22.9 ％  

太陽ｼﾙﾊﾞｰｻｰﾋﾞｽ

㈱八 幡東 営業 所  

17.2% 

㈱丸 屋     

北九 州支 店   

12.6 ％  

 

 

判定期間 令和 5 年 9 月 ～ 令和 6 年 2 月 

□ 前期（３月１日から８月末日） 

☑ 後期（９月１日から２月末日） 
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令和  年  月   日  

 

 

居宅介護支援の開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項を説

明し、文書として交付しました。 

 

 

〈事業者〉所在地    北九州市八幡東区藤見町３番１号       

     事業所名   社会福祉法人     誠 光 会 

            居宅介護支援事業所  誠 光 園      

 

     代表者名   管理者   今井  丈二     印   

            （ 指定番号４０７０６００１２９号 ） 

 

〈説明者〉所在地    北九州市八幡東区藤見町３番１号       

                   居宅介護支援事業所    誠  光  園 

     氏 名          奥野 圭       印   

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から居宅介護支援について重要な事項の説明を受け

ました。 

〈ご利用者〉  住 所                           

      

        氏 名                      印   

 

〈ご家族〉   住 所                          

      

        氏 名                      印   

 

続柄（利用者との関係）                  
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個人情報の使用に係る同意書 

  社会福祉法人  誠光会が、利用者および家族の個人情報を以下の利用目的の必要最低限の

範囲内で使用、提供、または収集することに同意します。 

 

１．利用期間 

        介護サービス提供に必要な期間及び契約期間に準じます。 

 

２．利用目的 

（１）介護保険における介護認定の申請及び更新、変更のため 

（２）利用者に関わる介護計画（ケアプラン）を立案し、円滑にサービスが提供され

るために実施するサービス担当者会議での情報提供のため 

（３）医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体（保険

者）、その他社会福祉団体等との連絡調整のため 

（４）利用者が、医療サービスの利用を希望している場合および主治医等の意見を求

める必要のある場合 

（５）利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスのため 

（６）行政の開催する評価会議、サービス担当者会議 

（７）施設内での掲示物（個人作品等を含む）や施設情報誌（園だより等）における

利用者の氏名、年齢、性別、生年月日、顔写真等の掲載 

（８）その他サービス提供で必要な場合 

（９）上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合 

 

３．使用条件 

（１）個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利 

      用しない。また、利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサービ 

      ス終了後においても、第三者に漏らさない。 

（２）個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求が 

      あれば開示する。 

 

令和  年  月  日 

 

〈利 用 者〉 氏 名                     印    

 

 

〈ご 家 族〉 氏 名                     印    

 

        続柄（利用者との関係）                
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【MEMO】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


